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プロポーザル方式実施説明書 

第 1 章 プロポーザル参加に係る手続き等 

1 プロポーザルの概要 

(1)  業務の概要 

ア 業務委託名 浜松市新美術館基本構想策定業務 

イ 業務内容 別紙「業務説明資料」のとおり 

ウ 履行期間 契約日から令和９年２月２８日まで 

エ 契約上限金額 １８，８８６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 (2)  書類一覧 

   本プロポーザル方式で用いる書類は次のとおりとする。 

1 公告文 

2 契約書（案） 

3 業務説明資料 

4 評価基準 

5 プロポーザル方式実施説明書 

6 様式 1 参加意向申出書 

7 様式 2 参加資格確認結果通知書 

8 様式 3 質問書 

9 様式 4 質疑応答書 

10 様式 5 企画提案書 

11 様式 6 企画提案書等の取扱いに関する回答書 

12 様式 7 結果通知書 

13 別記 1 企画提案書等の取扱いに関する確認依頼 

14 別記 2 （共同企業体の場合）業務委託プロポーザル参加資格審査申請書 

15 別記 3 （共同企業体の場合）特定業務委託共同企業体協定書 

16 別記 4 （共同企業体の場合）使用印鑑届 ※参加意向申出書に添付 
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 (3)  スケジュール 

  本プロポーザル方式におけるスケジュールは次のとおりとする。 

参加意向申出書受付期間 令和８年３月２５日（水）から令和８年４月６日（月）午後４時 

質問書受付期間 令和８年３月２５日（水）から令和８年４月６日（月）午後４時 

参加資格確認結果通知書交付日  令和８年４月１０日（金）午前９時以降 

質問に対する回答送付日 令和８年４月１０日（金） 

企画提案書等提出期間 令和８年４月１３日（月）から令和８年５月７日（木）午後４時 

ヒアリング実施日 令和８年５月２２日（金）※予定（時間は後日連絡） 

特定・非特定の通知日 令和８年５月２５日（月）※予定 

契約締結 令和８年５月２６日（火）※予定 

 

2 担当部署及び問い合わせ先 

   〒430-8652 浜松市中央区松城町１００番地の１   

         浜松市市民部美術館 

         電話 ０５３－４５４－６８０１ FAX ０５３－４５４－６８２９ 

          メールアドレス art-muse@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

3 参加するために必要な資格   

 次に掲げる要件を満たす者 

 単独業者については、次の(1)～(7)及び（9）に掲げる要件を満たす者であり、浜松市特定業務委

託共同企業体取扱要綱に基づき結成された特定業務委託共同企業体（以下「共同企業体」という。）

については、（1）・（9）及び(10)の要件を満たしており、代表者及びその構成員は（2）～(8)の要件

を満たすものでなければならない。 

 (1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成 20 年 10 月 1 日浜松市 告

示第 390 号）の規定により、令和７・８年度の競争入札参加資格（業務委託・賃貸借 業種分

類 3028：計画策定・統計業務）の認定を受けている者であること。 

(3) 過去 10 年以内に国・地方公共団体、独立行政法人が発注する美術館・博物館等の整備にかか

る収蔵庫調査を含む基本構想または基本計画策定実績（完了した業務に限る。）のある元請け業

者であること。（業務実績がわかる資料を提出すること。） 

(4) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

 (5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でな

いこと。 

 (6) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）第 2条第

2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定

する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密

接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若
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しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他

の団体に該当しない者であること。 

（7） 所属する協同組合等の団体が参加申請をしていないこと。協同組合等の団体においては、所

属する組合員等が参加申請をしていないこと。 

 (8) 1 に掲げる業務委託にかかる 2 以上の共同企業体の構成員でないこと。 

 (9) 単独業者として参加する者と 1 に掲げる業務委託にかかる共同企業体の構成員を重複してい

ないこと。 

 (10) 共同企業体については、2者又は 3者で構成され、次の要件を満たしていること。 

   ア 浜松市特定業務委託共同企業体取扱要綱第 5条で規定する構成であること。 

   イ 各構成員の出資比率は 2 者の場合は 30％以上、3 者の場合は 20％以上とし、その代表者

は、その比率の最大の者で、かつ、より大きな業務能力・体制を有する者であること。 

 

4 参加手続き等 

 (1) 参加に必要な書類の提出 

  本プロポーザルの参加希望者は、次により本プロポーザルの参加に必要な書類の提出をするこ

と。 

ア 受付期限 令和８年４月６日（月）１６時００分まで（必着） 

イ 提出先  浜松市市民部美術館  

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし、受付期間最終日までに必着とする。） 

  エ 提出書類 （ア） 参加意向申出書（様式１） 

(イ） 参加資格を確認するために必要な書類 

・業務実績がわかる資料 

      （共同企業体の場合） 

       ・業務委託プロポーザル参加資格審査申請書 

     ・特定業務委託共同企業体協定書の写し 

     ・使用印鑑届を添付した参加意向申出書 

     ※この場合において、参加資格の確認基準日は参加意向申出書の受付期

限日とし、確認結果は文書で通知する。 

 

(2) 参加資格確認結果通知書の交付 

 ア 交付場所 浜松市市民部美術館 

 イ 交付日時 令和８年４月１０日（金） 

 ウ その他  電子メールまたはファクシミリによる。（電話連絡等はしない。） 

 

  (3) 参加資格がないと認められた者の理由説明要求 

(2)で参加資格がないと認められた者は、市に対し、次のとおり説明を求めることができる。 

    ア 提出方法 任意様式をデータ添付にて電子メールにて提出すること 

（必ず送付確認を行うこと。） 

    イ 提出期限 令和８年４月１５日（水）１６時００分まで 
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ウ 提出先  浜松市市民部美術館 

エ 様式   任意様式 

 

(4) 質問書の提出及び回答 

 本プロポーザル方式の内容について疑義のある場合は、次により質問書の提出をすること。質問

に対する回答は、企画提案書提出期限の前 3 日間浜松市役所美術館において閲覧に供するととも

に、参加資格を認められた者全員に通知する。なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要

とする。 

ア 提出期限   令和８年４月６日（月）１６時００分まで 

イ 提出先    浜松市市民部美術館 

ウ 提出方法   質問書は Word で作成し電子メールにデータ添付して提出すること 

（必ず送信確認を行うこと。） 

エ 回答送付日及び方法 令和８年４月１０日（金）電子メールによる 

 

5 参加資格の喪失 

(1) 参加意向申出書の提出期限の日から受託候補者の特定の日までの間に次のいずれかに該当す

ることになった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。 

ア 第 1章 3 に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者ではなくなった 

とき 

    イ 第 1章 4(1)エ及び第 2章 2(1)で示す書類に虚偽の記載をしたとき 

 

第 2 章 企画提案書等について 

1 企画提案書、その他企画提案に関する資料（以下「企画提案書等」という。）の内容 

(1) 企画提案書等は、次に掲げる内容を記載するものとする。 

項目 留意事項 様式 

実施体制・取組体制 ・事業提案者の会社規模（資本金、従業員数等） 

・本事業を実施する組織体制及び従事者の担当業務内容 

・業務取組体制に学芸員、建築設計士、文化財 IPM コーデ

ィネーター等の有資格者や、同種類似業務の実績豊富な担

当者を含めるなど、総合的な提案が可能な体制を整えてい

る場合はその旨記載すること 

※有資格者は資格証もしくは免許証の写しを提出。また、

上記に示す資格のほか業務実施において有効な資格があ

れば提出。（加点） 

※同種類似業務の実績豊富な担当者を業務取組体制に含

める場合は、実績のわかる契約書・名簿等を提出。（加点） 

任意 

Ａ４用紙 

２枚程度 

 

業務実績 ・過去 10 年間において、国・地方公共団体、独立行政法人

が発注する美術館・博物館等の整備にかかる収蔵庫調査を

含む基本構想または基本計画策定業務を元請けとして受

任意 
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託した実績がわかるものを提出。（件数に応じて加点） 

※特定業務委託共同企業体の場合は、代表者もしくは構成

員いずれかの実績を提出すること。 

※公開承認施設を想定した建築または延べ面積 3,000 ㎡以

上の施設規模の構想・計画策定実績がある場合は、それが

わかる資料を添付すること。（件数に応じて加点） 

業務内容に対する

提案方針・方向性 

・業務説明資料に示す業務内容に対する提案について、業

務目的や現状の課題を踏まえて、考え方・内容・ポイント

など、取組の方向性や目指す完成イメージがわかるものを

提出。 

任意 

Ａ４用紙 

10 枚程度 

作業工程表 ・本業務の工程計画、作業スケジュールがわかるものを提

出 

任意 

Ａ４または

Ａ３用紙 

1 枚程度 

社会貢献活動等に

係る認証等の有無 

(1)～（6）の認定の有無について記載 

※特定業務委託共同企業体の場合は、代表者もしくは構成

員いずれかの認証を提出すること。 

（1） 浜松市ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認

証 

（2） 浜松市消防団協力事業所の認定 

（3） 浜松市高齢者活躍宣言事業所の認定 

（4） 健康経営優良法人の認定（経済産業省） 

（5） 浜松市外国人材活躍宣言事業所の認定 

（6） 浜松市企業のＣＳＲ活動表彰 

任意 

 

参考見積 ・本業務にかかる内訳が記載された参考見積を提出。 

※見積額は評価対象になりません 

任意 

 ※フォントサイズに指定はありませんが、見やすさ読みやすさに配慮し 11pt 程度の大きさを目安

としてください。 

 

2 企画提案書等の提出 

(1) 提出物 

 ア 企画提案書（様式５） 

 イ 企画提案書等の取扱いに関する回答書（様式６） 

    ※第 2章 5（3）及び別記を参照のうえ提出すること。 

 ウ その他資料 

   ・企画提案に関する資料 

    ・参考見積書（内訳書）※評価項目として評価しない 

(2) 提出部数 13 部（正本 1部、副本 12 部） 

(3) 提出先  浜松市市民部美術館 
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(4) 提出期限 令和８年５月７日（木）１６時００分まで 

(5) 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし、受付期間最終日までに必着とする。） 

 

3 企画提案書等作成にあたっての留意点 

(1) 提案は、簡潔に記述すること。 

(2) 文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能とする。 

(3) 具体的な設計図、模型（模型写真含む）、透視図等の使用は不要とする。 

(4) 多色刷りは可とするが、評価においてモノクロ複写をする場合があるため、見やすさに配慮

をすること。 

 

4 無効となる企画提案書 

次のいずれかに該当する提案は、無効とする。 

(1) プロポーザル方式実施説明書第 2章 1 及び 2に定める条件に適合しない提案。 

(2)  虚偽の記載をした提案。 
(3) 第 1章 3に示した参加資格を有しない者の提案。 

(4) ヒアリングに出席しなかった者の提案。 

(5) 参考見積金額が、実施説明書に示した契約上限金額を超える提案。 

 

5 企画提案書等の取扱い 

(1)  企画提案書等の作成及び提出等に係る費用は提案者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案書は、本プロポーザル方式における受託候補者の特定以外の目的では使

用しないものとする。 

(3) 企画提案書等は、公平性、透明性を期すために、「浜松市情報公開条例」等関連法令に基づく

情報公開請求がなされた場合、もしくは本市が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合

には、その全部を原則公開又は公表するものとする。例外的に、提案者の技術力やノウハウ等、

公開又は公表することにより提案者の正当な利益を害する情報がある場合には、本市の判断で

非公開とするものとする。なお、公開又は公表する場合の企画提案書等の使用に関する費用は、

無償とする。 

(4) 提出された書類は、特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがあ

る。 

(5) 企画提案書等の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

(6) 企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、提出された企画提案書等を無効

とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、入札参加資格停止等の措置を行うことがある。 

 (7) 受託候補者の特定は、企画提案書等を基に行うが、契約後の業務は必ずしも提案内容に沿っ

て実施するものではない。 

(8) 企画提案書等の提出は、1者につき 1 案のみとする。 

(9) 提出された書類は返却しないものとする。 

(10)  企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負うものとする。 
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第 3 章 審査の手続き及び受託候補者の特定 

1 企画提案書等の審査 

企画提案書等の審査は、市が選定した評価委員会が次のように行う。 

(1) 審査の実施 

ア 第 1 次審査（書面審査） 

(ア) 提出された企画提案書等について、評価基準に従い書面審査を実施する。 

(イ) 第 1 次審査の結果、点数が上位の３者に対し、イの第 2次審査を行うものとする。 

(ウ) 第 1 次審査の結果及び第 2 次審査の案内については、令和８年５月１８日（月）（予

定）までに電子メールにて通知する。 

イ 第 2 次審査（ヒアリング） 

(ア) 実施日 令和８年５月２２日（金）（予定） 

    詳細については対象者に別途連絡する。 

(イ) 第 2 次審査は、提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、

提出された企画提案書等のみを使用し、他の資料、機材等は使用しないものとする。 

(ウ) 評価基準に従い審査を行う。 

(エ) ヒアリングへの出席者は４人以内（うち 1人は業務を中心的に担当する者が望ましい。）

とし、ヒアリング時間は 1 者あたり 25 分程度（説明 20 分、質疑 5分程度）を予定して

いる。 

ウ 評価基準 

別紙「評価基準」のとおり。 

 

2 受託候補者の特定 

(1) 提出された企画提案書等を審査し、最も優れている提案者を受託候補者として特定し、契約

締結に向けた必要な協議を行う。なお、この協議において、受託候補者からの企画提案書の内

容の変更は、原則として認めないものとする。 
(2) 受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな受託候補者として手続き

を行うものとする。 

(3)  特定・非特定の通知 

提出者のうち、受託候補者として特定した者及び特定されなかった者に対して、その旨及び

その理由を書面により令和８年５月２５日（月）までに通知する。 

 

3 特定の取消 

受託候補者として特定された者は、特定の日から契約締結の日までの間に、次のア、イに該当す

ることになった場合には、当該プロポーザル方式における受託候補者としての特定は取消しする

ものとし、契約締結は行わないものとする。この場合、次順位の者を新た受託候補者として手続を

行うものとする。 

  ア 第 1 章 3 に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者ではなくなった

とき 

  イ 第 1章 4(1)エ及び第 2章 2(1)で示す書類に虚偽の記載をしたとき 
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第 4 章 その他 

1 手続において使用する言語及び通貨 

(1) 言語  日本語 

(2) 通貨  日本国通貨 

 

2  契約書作成の要否 

  要する。 

 

3  その他 

本市が本プロポーザル方式のために作成した資料は、本市の了解なく公表、使用することはでき

ないものとする。 

 

 


